
「学校総合防災マニュアル」改訂 

 

「学校総合防災マニュアル」の改訂に伴い、新たに以下の内容が加わりました。 

 

「学校総合防災マニュアル《四訂版》」 

第Ⅱ部 地震・津波対策 

 （４）下校後から翌朝までの間に 地震が発生した場合 

 掲載ページ Ⅱ―１２ 

 

児童生徒の下校後から翌日午前 7 時までの間に、市内で震度５弱以上の地震が発生した

場合は自宅待機とする。解除の連絡は、校内および学区の安全を確認した後、学校ごとに保

護者へ行う。 


